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栃 木 県 告 示 第 九 十 九 号

栃 木 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 規 定 に よ り 知 事 が 定 め る 金 額 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 四 十 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 適 用 す る 。 た だ し 、 栃 木 県 運 転 免 許 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用

さ れ る 栃 木 県 運 転 免 許 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 二 条 に 規 定 す

る 講 習 に 係 る 金 額 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

表 中 「 千 五 百 円 」 を 「 千 三 百 五 十 円 」 に 、 「 五 千 八 百 円 」 を 「 四 千 六 百 五 十 円 」 に 改 め 、 「 当 該 講 習 が 」 を

削 り 、 「 又 は 第 百 一 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ り 」 を 「 に 規 定 す る 」 に 、 「 に 基 づ い て 行 う も の で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 五 千 三 百 五 十 円 」 を 「 が 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 総 理 府 令 第 六 十 号 ） 第 三 十 九 条 の 基 準

に 該 当 す る も の に あ っ て は 、 七 千 五 百 五 十 円 」 に 改 め る 。

（ 警 察 本 部 運 転 免 許 管 理 課 ）

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 藤 信 勝

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 第 十 三 中 第 百 十 二 項 を 第 百 二 十 四 項 と し 、 第 百 八 項 か ら 第 百 十 一 項 ま で を 十 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 百 七

項 を 第 百 十 六 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 十 七 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 初 心 運 転 者 講 習 の 通 知

百 十 八 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ る 同 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 三

号 に 掲 げ る 講 習 の 通 知

百 十 九 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 四 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 運 転 適 性 指 導 に 従 事 し よ

う と す る 者 に 対 す る 審 査 及 び 当 該 審 査 の 合 格 証 書 の 交 付 並 び に 実 務 実 習 並 び に 当

該 実 務 実 習 の 実 施 及 び 結 果 の 通 知

別 表 第 十 三 中 第 百 六 項 を 第 百 十 五 項 と し 、 第 百 五 項 を 第 百 十 四 項 と し 、 第 百 四 項 を 第 百 十 三 項 と し 、 同 表 第

百 三 項 中 「 に よ る 」 の 下 に 「 大 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 準 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 」

を 、 「 大 型 旅 客 車 講 習 終 了 証 明 書 」 の 下 に 「 、 中 型 旅 客 車 講 習 終 了 証 明 書 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 百 十 二 項 と

し 、 同 表 中 第 百 二 項 を 第 百 十 一 項 と し 、 同 表 第 百 一 項 中 「 又 は 免 許 申 請 書 」 を 「 、 免 許 申 請 書 」 に 、 「 七 十 五

歳 」 を 「 七 十 歳 」 に 改 め 、 「 特 定 失 効 者 」 の 下 に 「 若 し く は 特 定 取 消 処 分 者 又 は 同 法 第 百 一 条 の 七 第 五 項 の 規

定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 百 十 項 と し 、 同 表 中 第 百 項 を 第 百 九 項 と し 、 第 九 十 九 項 を 第

百 八 項 と し 、 同 表 第 九 十 八 項 中 「 又 は 特 定 失 効 者 」 を 「 、 特 定 失 効 者 又 は 特 定 取 消 処 分 者 」 に 改 め 、 同 項 を 同

表 第 百 七 項 と し 、 同 表 中 第 九 十 七 項 を 第 百 六 項 と し 、 第 九 十 六 項 を 第 百 五 項 と し 、 同 表 第 九 十 五 項 中 「 中 型 免

許 」 の 下 に 「 、 準 中 型 免 許 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 百 四 項 と し 、 同 表 中 第 九 十 四 項 を 第 百 三 項 と し 、 第 九 十 項

か ら 第 九 十 三 項 ま で を 九 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 八 十 九 項 中 「 中 型 免 許 」 の 下 に 「 、 準 中 型 免 許 」 を 加 え 、 同

項 を 同 表 第 九 十 八 項 と し 、 同 表 中 第 八 十 八 項 を 第 九 十 七 項 と し 、 同 表 第 八 十 七 項 中 「 終 了 証 書 」 を 「 終 了 証 明

書 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 九 十 六 項 と し 、 同 表 中 第 八 十 六 項 を 第 九 十 五 項 と し 、 第 七 十 六 項 か ら 第 八 十 五 項 ま

で を 九 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 七 十 五 項 を 第 八 十 一 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

八 十 二 道 路 交 通 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 返 納 等 の 処 理

八 十 三 道 路 交 通 法 第 百 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 保 管 及 び

返 還

八 十 四 道 路 交 通 法 第 百 七 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ る 国 際 運 転 免 許 証 等 を 所 持 す る 者 要

に 対 す る 報 告 の 要 求

別 表 第 十 三 中 第 七 十 四 項 を 第 八 十 項 と し 、 第 五 十 四 項 か ら 第 七 十 三 項 ま で を 六 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 五 十

三 項 中 「 第 百 三 条 第 四 項 （ 同 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 三 項 」 を 「 第 百 三 条 第 三 項 （ 同 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 五

項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 五 十 九 項 と し 、 同 表 中 第 五 十 二 項 を 第 五 十 七 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。
五 十 八 道 路 交 通 法 第 百 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 診 断 書 の 提 出 命 令

別 表 第 十 三 中 第 五 十 一 項 を 第 五 十 三 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。



（2） 栃 木 県 公 報 号外第５号平成29年３月７日　火曜日
五 十 四 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 時 認 知 機 能 検 査 要

五 十 五 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 臨 時 認 知 機 能 検 査 の 通 知

五 十 六 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 七 第 五 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十

二 号 に 掲 げ る 講 習 の 通 知

別 表 第 十 三 中 第 五 十 項 を 第 五 十 二 項 と し 、 第 四 十 七 項 か ら 第 四 十 九 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 四 十 六 項

を 第 四 十 七 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 十 八 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 要

別 表 第 十 三 中 第 四 十 五 項 を 第 四 十 六 項 と し 、 第 三 十 二 項 か ら 第 四 十 四 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 三

十 一 項 中 「 第 三 十 三 条 第 四 項 第 二 号 ニ 及 び 第 三 十 八 条 第 七 項 第 一 号 」 を 「 第 三 十 三 条 第 五 項 第 二 号 ニ 及 び 第 三

十 八 条 第 八 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 十 二 項 と し 、 同 表 中 第 三 十 項 を 第 三 十 一 項 と し 、 第 十 八 項 か ら

第 二 十 九 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 十 七 項 中 「 に 対 す る 」 の 下 に 「 審 査 及 び 当 該 審 査 の 合 格 証 の 交 付

並 び に 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 十 八 項 と し 、 同 表 第 十 六 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 七 道 路 交 通 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 イ の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 要

別 表 第 十 四 中 第 百 七 十 六 項 を 第 百 八 十 項 と し 、 第 百 五 十 項 か ら 第 百 七 十 五 項 ま で を 四 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表

第 百 四 十 九 項 中 「 第 百 七 条 」 を 「 第 百 七 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 保 管 、 返 還 及 び 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 第 百 五 十

一 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 五 十 二 道 路 交 通 法 第 百 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 保 管 及

び 返 還

百 五 十 三 道 路 交 通 法 第 百 七 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ る 国 際 運 転 免 許 証 等 を 所 持 す る 要

者 に 対 す る 報 告 の 要 求

別 表 第 十 四 中 第 百 四 十 八 項 を 第 百 五 十 項 と し 、 第 百 四 十 三 項 か ら 第 百 四 十 七 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第

百 四 十 二 項 を 第 百 四 十 三 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 四 十 四 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 五 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 を 受 け た 者 に 対 す る 報 告

要

の 要 求

別 表 第 十 四 第 百 四 十 一 項 中 「 並 び に 道 路 交 通 法 施 行 規 則 第 二 十 九 条 第 三 項 及 び 第 二 十 九 条 の 二 第 四 項 」 を 削

り 、 同 項 を 同 表 第 百 四 十 二 項 と し 、 同 表 第 百 四 十 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 四 十 一 道 路 交 通 法 第 百 一 条 第 四 項 及 び 第 百 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 質 問 票

の 交 付
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 藤 信 勝

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 公 安 委 員 会 事 務 専 決 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 第 十 三 中 第 百 十 二 項 を 第 百 二 十 四 項 と し 、 第 百 八 項 か ら 第 百 十 一 項 ま で を 十 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 百 七

項 を 第 百 十 六 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 十 七 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 初 心 運 転 者 講 習 の 通 知

百 十 八 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ る 同 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十 三

号 に 掲 げ る 講 習 の 通 知

百 十 九 道 路 交 通 法 第 百 八 条 の 四 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 運 転 適 性 指 導 に 従 事 し よ

う と す る 者 に 対 す る 審 査 及 び 当 該 審 査 の 合 格 証 書 の 交 付 並 び に 実 務 実 習 並 び に 当

該 実 務 実 習 の 実 施 及 び 結 果 の 通 知

別 表 第 十 三 中 第 百 六 項 を 第 百 十 五 項 と し 、 第 百 五 項 を 第 百 十 四 項 と し 、 第 百 四 項 を 第 百 十 三 項 と し 、 同 表 第

百 三 項 中 「 に よ る 」 の 下 に 「 大 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 準 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 」

を 、 「 大 型 旅 客 車 講 習 終 了 証 明 書 」 の 下 に 「 、 中 型 旅 客 車 講 習 終 了 証 明 書 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 百 十 二 項 と

し 、 同 表 中 第 百 二 項 を 第 百 十 一 項 と し 、 同 表 第 百 一 項 中 「 又 は 免 許 申 請 書 」 を 「 、 免 許 申 請 書 」 に 、 「 七 十 五

歳 」 を 「 七 十 歳 」 に 改 め 、 「 特 定 失 効 者 」 の 下 に 「 若 し く は 特 定 取 消 処 分 者 又 は 同 法 第 百 一 条 の 七 第 五 項 の 規

定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 百 十 項 と し 、 同 表 中 第 百 項 を 第 百 九 項 と し 、 第 九 十 九 項 を 第

百 八 項 と し 、 同 表 第 九 十 八 項 中 「 又 は 特 定 失 効 者 」 を 「 、 特 定 失 効 者 又 は 特 定 取 消 処 分 者 」 に 改 め 、 同 項 を 同

表 第 百 七 項 と し 、 同 表 中 第 九 十 七 項 を 第 百 六 項 と し 、 第 九 十 六 項 を 第 百 五 項 と し 、 同 表 第 九 十 五 項 中 「 中 型 免

許 」 の 下 に 「 、 準 中 型 免 許 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 百 四 項 と し 、 同 表 中 第 九 十 四 項 を 第 百 三 項 と し 、 第 九 十 項

か ら 第 九 十 三 項 ま で を 九 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 八 十 九 項 中 「 中 型 免 許 」 の 下 に 「 、 準 中 型 免 許 」 を 加 え 、 同

項 を 同 表 第 九 十 八 項 と し 、 同 表 中 第 八 十 八 項 を 第 九 十 七 項 と し 、 同 表 第 八 十 七 項 中 「 終 了 証 書 」 を 「 終 了 証 明

書 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 九 十 六 項 と し 、 同 表 中 第 八 十 六 項 を 第 九 十 五 項 と し 、 第 七 十 六 項 か ら 第 八 十 五 項 ま

で を 九 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 七 十 五 項 を 第 八 十 一 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

八 十 二 道 路 交 通 法 第 百 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 返 納 等 の 処 理

八 十 三 道 路 交 通 法 第 百 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 保 管 及 び

返 還

八 十 四 道 路 交 通 法 第 百 七 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ る 国 際 運 転 免 許 証 等 を 所 持 す る 者 要

に 対 す る 報 告 の 要 求

別 表 第 十 三 中 第 七 十 四 項 を 第 八 十 項 と し 、 第 五 十 四 項 か ら 第 七 十 三 項 ま で を 六 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 五 十

三 項 中 「 第 百 三 条 第 四 項 （ 同 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 三 項 」 を 「 第 百 三 条 第 三 項 （ 同 法 第 百 四 条 の 二 の 三 第 五

項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 五 十 九 項 と し 、 同 表 中 第 五 十 二 項 を 第 五 十 七 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え

る 。
五 十 八 道 路 交 通 法 第 百 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 に よ る 診 断 書 の 提 出 命 令

別 表 第 十 三 中 第 五 十 一 項 を 第 五 十 三 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。



（3）栃 木 県 公 報平成29年３月７日　火曜日 号外第５号

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 藤 信 勝

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 第 十 四 号 中 「 中 型 自 動 車 」 の 下 に 「 、 準 中 型 自 動 車 」 を 加 え る 。

第 二 十 三 条 の 二 第 二 項 中 「 第 九 十 条 第 八 項 」 の 下 に 「 、 第 百 二 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で 」 を 加 え る 。

別 表 第 一 第 五 十 四 項 中 「 中 型 車 講 習 」 の 下 に 「 、 準 中 型 車 講 習 」 を 加 え 、 同 表 第 七 十 四 項 中 「 講 習 予 備 検 査

（ 認 知 機 能 検 査 ） 」 を 「 認 知 機 能 検 査 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 添 付 十 三 及 び 添 付 十 四 を 次 の よ う に 改 め る 。

五 十 四 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ る 臨 時 認 知 機 能 検 査 要

五 十 五 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 七 第 二 項 の 規 定 に よ る 臨 時 認 知 機 能 検 査 の 通 知

五 十 六 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 七 第 五 項 の 規 定 に よ る 同 法 第 百 八 条 の 二 第 一 項 第 十

二 号 に 掲 げ る 講 習 の 通 知

別 表 第 十 三 中 第 五 十 項 を 第 五 十 二 項 と し 、 第 四 十 七 項 か ら 第 四 十 九 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 四 十 六 項

を 第 四 十 七 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

四 十 八 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 要

別 表 第 十 三 中 第 四 十 五 項 を 第 四 十 六 項 と し 、 第 三 十 二 項 か ら 第 四 十 四 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 三

十 一 項 中 「 第 三 十 三 条 第 四 項 第 二 号 ニ 及 び 第 三 十 八 条 第 七 項 第 一 号 」 を 「 第 三 十 三 条 第 五 項 第 二 号 ニ 及 び 第 三

十 八 条 第 八 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 三 十 二 項 と し 、 同 表 中 第 三 十 項 を 第 三 十 一 項 と し 、 第 十 八 項 か ら

第 二 十 九 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 第 十 七 項 中 「 に 対 す る 」 の 下 に 「 審 査 及 び 当 該 審 査 の 合 格 証 の 交 付

並 び に 」 を 加 え 、 同 項 を 同 表 第 十 八 項 と し 、 同 表 第 十 六 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 七 道 路 交 通 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 イ の 規 定 に よ る 認 知 機 能 検 査 要

別 表 第 十 四 中 第 百 七 十 六 項 を 第 百 八 十 項 と し 、 第 百 五 十 項 か ら 第 百 七 十 五 項 ま で を 四 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表

第 百 四 十 九 項 中 「 第 百 七 条 」 を 「 第 百 七 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 保 管 、 返 還 及 び 」 を 削 り 、 同 項 を 同 表 第 百 五 十

一 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 五 十 二 道 路 交 通 法 第 百 七 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 証 の 保 管 及

び 返 還

百 五 十 三 道 路 交 通 法 第 百 七 条 の 三 の 二 の 規 定 に よ る 国 際 運 転 免 許 証 等 を 所 持 す る 要

者 に 対 す る 報 告 の 要 求

別 表 第 十 四 中 第 百 四 十 八 項 を 第 百 五 十 項 と し 、 第 百 四 十 三 項 か ら 第 百 四 十 七 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第

百 四 十 二 項 を 第 百 四 十 三 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 四 十 四 道 路 交 通 法 第 百 一 条 の 五 の 規 定 に よ る 運 転 免 許 を 受 け た 者 に 対 す る 報 告

要

の 要 求

別 表 第 十 四 第 百 四 十 一 項 中 「 並 び に 道 路 交 通 法 施 行 規 則 第 二 十 九 条 第 三 項 及 び 第 二 十 九 条 の 二 第 四 項 」 を 削

り 、 同 項 を 同 表 第 百 四 十 二 項 と し 、 同 表 第 百 四 十 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

百 四 十 一 道 路 交 通 法 第 百 一 条 第 四 項 及 び 第 百 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 質 問 票

の 交 付
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。



（4） 栃 木 県 公 報 号外第５号平成29年３月７日　火曜日

添付13

※ 整理番号

安全運転管理者に関する届出書

年 月 日
栃木県公安委員会 殿

住所（法人にあつては、事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） ,

（電話 ＦＡＸ ）
安全運転管理者を選任、解任

したので届け出ます。
届 出 事 項 を 変 更

①選任年月日 年 月 日 ⑧ （ふりがな）
名 称

②安全運転管理
（ふりがな）

者氏名
使

位 置
用

生年月日 年 月 日

（年 齢） （ 歳）
の 安全運転管理

者氏名
本

③資格要件 運 転 の 管 理 経 験 １官公署 ２公社公団等 ３農業 ４林業
３ 拠 ５漁業 ６鉱業 ７建設業 ８製造業

１ ２ 公安委員
業 種 別 ９卸･小売業 10不動産業 11金融保険業

２年以上 公安委員会の 会の認定
12運輸業 13電気･ガス業 14通信業

教習修了者で
15サービス業 16その他

１年以上

④職務上の地位 ⑨ 乗 用 貨 物 大 大 普 小
自 型 型 通 型

計
免 許 の 動 大 中 普

軽
大 中 準 普

軽
特 二 二 特

種 類 車 型 型 通 型 型 中 通 殊 輪 輪 殊
台

免 許 数

⑤安全運転管理
年 月 日

者が運転免許
⑩ 免 大型 中型

準
普通 大特 大 普 小

を持つている 免許番号 第 号 許 中 自 自 計
場合 運 種 一 二 一 二 型 一 二 一 二

交 付 別 種 種 種 種 種 種 種 種 二 二 特
年 月 日 年 月 日 転

専
交付公安 者 従
委 員 会

数 予

⑥安全運転管理
勤 務 日勤･隔日･その他( ) 備

者の勤務の態
様 副 安 全 運 転 ⑪ 解任年月日 年 月 日

管理者の有無 あり（ 名） なし
氏 名

⑦ 勤 務 期 間 勤務所名 職 名

解 任 事 由
１死亡 ２退職 ３転任

安 ・ ・ ～ ・ ・ ４解任命令 ５その他（ ）
全
運 ・ ・ ～ ・ ・ 備 考
転
管 ・ ・ ～ ・ ・
理
者 ・ ・ ～ ・ ・
の
略 ・ ・ ～ ・ ・
歴

・ ・ ～ ・ ・

備考 「⑨自動車台数」の欄は、大型自動二輪車１台又は普通自動二輪車１台はそれぞれ0.5台として計算した台数を
記載すること。

使
用
の
本
拠
に
お
け
る
自
動
車
台
数
及
び
運
転
者
数

者

理

管

転

運

全

安

前



（5）栃 木 県 公 報平成29年３月７日　火曜日 号外第５号

添付14

※ 整理番号

副安全運転管理者に関する届出書

年 月 日
栃木県公安委員会 殿

住所（法人にあつては、事務所の所在地）

氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名） ,

（電話 ＦＡＸ ）
副安全運転管理者を選任、解任

したので届け出ます。
届 出 事 項 を 変 更

①選任年月日 年 月 日 ⑧ （ふりがな）
名 称

②副安全運転管
（ふりがな）

理者氏名
使

位 置
用

生年月日 年 月 日

（年 齢） （ 歳）
の 安全運転管理

者氏名
本

③資格要件 １官公署 ２公社公団等 ３農業 ４林業
１ ２ ３ 拠 ５漁業 ６鉱業 ７建設業 ８製造業

運転の管理 運転の経験 公 安 委 員
業 種 別 ９卸･小売業 10不動産業 11金融保険業

経験１年以 期間３年以 会の認定
12運輸業 13電気･ガス業 14通信業

上 上
15サービス業 16その他

④職務上の地位 ⑨ 乗 用 貨 物 大 大 普 小
自 型 型 通 型

計
免 許 の 動 大 中 普

軽
大 中 準 普

軽
特 二 二 特

種 類 車 型 型 通 型 型 中 通 殊 輪 輪 殊
台

免 許 数

⑤副安全運転管
年 月 日

理者が運転免
⑩ 免 大型 中型

準
普通 大特 大 普 小

許を持つてい 免許番号 第 号 許 中 自 自 計
る場合 運 種 一 二 一 二 型 一 二 一 二

交 付 別 種 種 種 種 種 種 種 種 二 二 特
年 月 日 年 月 日 転

専
交付公安 者 従
委 員 会

数 予

⑥副安全運転管
勤 務 日勤･隔日･その他( ) 備

理者の勤務の
態様 補助者の有無 あり（ 名） なし ⑪ 解任年月日 年 月 日

氏 名
⑦ 勤 務 期 間 勤務所名 職 名

副 解 任 事 由
１死亡 ２退職 ３転任

安 ・ ・ ～ ・ ・ ４解任命令 ５その他（ ）

全
運

・ ・ ～ ・ ・ 備 考

転
管

・ ・ ～ ・ ・

理
者 ・ ・ ～ ・ ・

の
略

・ ・ ～ ・ ・

歴
・ ・ ～ ・ ・

備考 「⑨自動車台数」の欄は、大型自動二輪車１台又は普通自動二輪車１台はそれぞれ0.5台として計算した台数を
記載すること。

管
理
す
る
自
動
車
の
台
数
及
び
運
転
者
数

者
理
管
転
運
全
安
副
前



（6） 栃 木 県 公 報 号外第５号平成29年３月７日　火曜日
別 表 第 一 の 添 付 十 六 中 「明・大・昭年月日生」 を 「 年月日生」 に 改 め 、 同 表 の

添 付 十 七 の 三 中 「高齢者講習受講申請書」 を
「 高齢者講習受講申請書

に 、

（２時間・３時間・臨時・小特（１時間・２時間） ） 」

「

生年月日 年月日（ 歳）

※認知機能検 を

査受験年月 年月日

日及び場所 教習所（学校）

」

「

生年月日 年月日（ 歳） に 改 め 、 同 表 の 添 付 十

」

「

大中普大大普小

型型通特自自特

二二

七 の 三 備 考 を 削 り 、 同 表 の 添 付 十 七 の 七 中 を

原け大中普大け

付引二型二特引

二二二

」

「

大中準普大大普

中 自自

型型型通特二二

に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 及 び 添 付 二 十 一 中 「中型」 を 「中型準中型」

小原大中普大引

特・

特付二二二二引

二

」

「 「

中 中準 「中「中準

に 、 を 中に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 二 中 を 中に 改 め 、 同 表 の 添 付 二 十 三

型 型型 型」 型型」

」 」

の 二 中 「中型」 を 「中型・準中型」 に 改 め 、 同 表 の 添 付 三 十 九 中

「講習予備検査（認知機能検査）受検申請書」 を
「 認知機能検査受検申請書

に 改 め る 。

（更新前・臨時・再受験） 」

「第90条第８項

「第90条第８項第102条第１項 「第18条の４第２項

別 記 様 式 第 十 三 号 の 三 中 を 第102条第２項に 、 を

第103条第６項」 第102条第３項 第29条の５第２項」

第103条第６項」

「第18条の４第２項

第29条の３第３項に 改 め 、 同 様 式 備 考 を 削 る 。



（7）栃 木 県 公 報平成29年３月７日　火曜日 号外第５号

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

栃 木 県 運 転 免 許 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 藤 信 勝

栃 木 県 運 転 免 許 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 運 転 免 許 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 二 条 の 表 中 「 同 条 第 一 項 第 二 号 の 表 二 の 項 」 の 下 に 「 若 し く は 三 の 項 」 を 加 え る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。

２ 運 転 免 許 に 係 る 講 習 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ）

附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 講 習 の 基 準 に 適 合 す る 講 習 に 係 る 改 正 後 の 第 二 条

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 の 表 中 「 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 表 二 の 項 又 は 同 条 第 一 項

第 二 号 の 表 二 の 項 若 し く は 三 の 項 」 と あ る の は 、 「 運 転 免 許 に 係 る 講 習 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 （ 平 成 二 十 八 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ） 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

場 合 に お け る 同 規 則 に よ る 改 正 前 の 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 二 条 第 一 項 第 一 号 の 表 二 の 項 又 は 同 条 第 一 項 第 二

号 の 表 二 の 項 」 と す る 。

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 藤 信 勝

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 十 四 号 印 の 項 使 用 区 分 の 欄 中 「 再 試 験 通 知 書 」 の 下 に 「 、 運 転 免 許 取 消 処 分 書 （ 再 試 験 ） 」 を 、 「 回

答 書 （ 医 師 か ら の 運 転 免 許 の 確 認 要 求 の 回 答 ） 」 の 下 に 「 、 臨 時 認 知 機 能 検 査 通 知 書 、 臨 時 高 齢 者 講 習 通 知

書 、 臨 時 適 性 検 査 診 断 依 頼 書 」 を 、 「 意 見 の 聴 取 通 知 書 」 の 下 に 「 、 聴 聞 通 知 書 」 を 加 え 、 「 運 転 免 許 効 力 停

止 処 分 解 除 通 知 書 」 を 「 運 転 免 許 の 効 力 停 止 処 分 解 除 通 知 書 」 に 改 め 、 「 自 動 車 等 の 運 転 禁 止 処 分 書 」 の 下 に

「 、 大 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 準 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 」 を 加 え 、 「 取 消 処 分 者 講 習 終

了 証 書 」 を 「 取 消 処 分 者 講 習 終 了 証 明 書 」 に 改 め 、 「 大 型 旅 客 車 講 習 終 了 証 明 書 」 の 下 に 「 、 中 型 旅 客 車 講 習

終 了 証 明 書 」 を 、 「 初 心 運 転 者 講 習 通 知 書 」 の 下 に 「 、 初 心 運 転 者 講 習 移 送 通 知 書 」 を 、 「 違 反 者 講 習 通 知

書 」 の 下 に 「 、 違 反 者 講 習 移 送 通 知 書 、 運 転 適 性 指 導 員 審 査 合 格 証 書 、 取 消 処 分 者 講 習 に 係 る 実 務 実 習 通 知

書 、 取 消 処 分 者 講 習 に 係 る 実 務 実 習 結 果 通 知 書 」 を 加 え 、 「 及 び 講 習 予 備 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 ） 結 果 通 知 書 」

を 「 、 認 知 機 能 検 査 員 審 査 合 格 証 及 び 認 知 機 能 検 査 結 果 通 知 書 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。

第29条の５第２項」

「

講習予備検

適性検査を行
査

別 記 様 式 第 十 五 号 の 四 中 う理由 を

特定の違反

行為

」

「

適性検査を行う理由

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 十 五 号 の 八 中 「第37条の７第２項第１号」 を 「第37条の７第１号」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。

２ 道 路 交 通 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 内 閣 府 令 （ 平 成 二 十 八 年 内 閣 府 令 第 四 十 九 号 ） 附 則 第 十 七 条 第 一 項

の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 講 習 の 申 請 に つ い て は 、 改 正 後 の 別 表 第 一 の 添 付 十 七 の 三 の

規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 九 年 三 月 七 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 藤 信 勝

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程

栃 木 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 程 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 十 四 号 印 の 項 使 用 区 分 の 欄 中 「 再 試 験 通 知 書 」 の 下 に 「 、 運 転 免 許 取 消 処 分 書 （ 再 試 験 ） 」 を 、 「 回

答 書 （ 医 師 か ら の 運 転 免 許 の 確 認 要 求 の 回 答 ） 」 の 下 に 「 、 臨 時 認 知 機 能 検 査 通 知 書 、 臨 時 高 齢 者 講 習 通 知

書 、 臨 時 適 性 検 査 診 断 依 頼 書 」 を 、 「 意 見 の 聴 取 通 知 書 」 の 下 に 「 、 聴 聞 通 知 書 」 を 加 え 、 「 運 転 免 許 効 力 停

止 処 分 解 除 通 知 書 」 を 「 運 転 免 許 の 効 力 停 止 処 分 解 除 通 知 書 」 に 改 め 、 「 自 動 車 等 の 運 転 禁 止 処 分 書 」 の 下 に

「 、 大 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 、 準 中 型 車 講 習 終 了 証 明 書 」 を 加 え 、 「 取 消 処 分 者 講 習 終

了 証 書 」 を 「 取 消 処 分 者 講 習 終 了 証 明 書 」 に 改 め 、 「 大 型 旅 客 車 講 習 終 了 証 明 書 」 の 下 に 「 、 中 型 旅 客 車 講 習

終 了 証 明 書 」 を 、 「 初 心 運 転 者 講 習 通 知 書 」 の 下 に 「 、 初 心 運 転 者 講 習 移 送 通 知 書 」 を 、 「 違 反 者 講 習 通 知

書 」 の 下 に 「 、 違 反 者 講 習 移 送 通 知 書 、 運 転 適 性 指 導 員 審 査 合 格 証 書 、 取 消 処 分 者 講 習 に 係 る 実 務 実 習 通 知

書 、 取 消 処 分 者 講 習 に 係 る 実 務 実 習 結 果 通 知 書 」 を 加 え 、 「 及 び 講 習 予 備 検 査 （ 認 知 機 能 検 査 ） 結 果 通 知 書 」

を 「 、 認 知 機 能 検 査 員 審 査 合 格 証 及 び 認 知 機 能 検 査 結 果 通 知 書 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。


